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令和６年度採用 

播磨町職員（任期付職員） 

採用候補者試験実施要項 

 
 

【受付期間】（インターネット受付） 

  令和６年１月２６日（金） ９時から 随時 

※ 申込順に採用試験を実施し、採用決定次第、募集を終了します。 

 

【試験日】 

・面接試験 

    申込受付後、ご相談の上決定します。 

 

【問合せ・申込先】 

播磨町役場  総務課 人事係 

〒675-0182  播磨町東本荘 1 丁目 5 番 30 号 

電話（079）435－0357（直通） 
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１ 採用職種及び採用予定者数等  

採用職種 職務内容等 
採用予定者数 週当たり 

勤務時間数 
受験資格等 

配属先(予定) 

消費生活相談員 

消費生活センターにお

ける相談業務、消費者啓

発に係る業務、関係機関

との連携・調整業務等 

１人 

21 時間 

 

週 3日勤務 

9：00～17：00 

高校卒業程度の学力を有し、パソコンの基

本的な操作（ワード、エクセル等）ができ

る人で、消費者安全法第 10 条の 3第 1項に

基づく「消費生活相談員資格試験」に合格

した人（消費生活相談員資格（国家資格）

を有する人）又はこれと同等以上の専門的

な知識及び技術を有する人（消費生活専門

相談員（認定機関：独立行政法人国民生活

センター）消費生活アドバイザー（認定機

関：一般財団法人日本産業協会）消費生活

コンサルタント（認定機関：一般財団法人

日本消費者協会） 等） 

産業環境課 

保健師 

通いの場での健康教

育・健康相談、訪問指導

等、高齢者に関する保健

業務全般 

１人 

31 時間 

 

週 4日勤務 

8：30～17：15 

普通自動車第一種運転免許（AT 限定可）を

取得し、かつ、高校卒業程度の学力を有し、

パソコンの基本的な操作（ワード、エクセ

ル等）ができる人で、令和６年４月１日時

点で５０歳以下で、保健師の資格を有する

人 

保険課 
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総合相談兼 

基幹相談専門員 

福祉分野を中心とした

総合相談業務 

障害者基幹相談支援セ

ンターの相談専門員と

しての相談対応業務、他

機関との連携業務等 

その他福祉会館の管理

運営に関する業務 

１人 

38.75 時間 

週 5日勤務 

8：30～17：15 

 

※週 4日勤務

又は、一日当

たり勤務時

間の短縮等、

短時間での

勤務につい

ても相談に

応じます。 

高校卒業程度の学力を有し、パソコンの基

本的な操作（ワード、エクセル等）ができ

る人で、社会福祉士、保健師又はこれらと

同等であると認められる資格を有し、障害

者支援等の実務経験が２年以上ある人（社

会福祉士又は保健師以外の資格を保有さ

れている場合は、事前にお問い合わせくだ

さい） 

福祉会館 

事務職員 

（建築職） 

公共施設の建築工事に

おける設計、工事監理等

の営繕業務 

１人 
31 時間 

週 4日勤務 

8：30～17：15 

 

又は 

 

30 時間 

週 5日勤務 

9：00～16：00 

高校卒業程度の学力を有し、パソコンの基

本的な操作（ワード、エクセル等）ができ

る人で、令和６年４月１日時点で 68 歳以下

で、次のいずれかに該当する人 

ア １級又は２級建築士の資格を持つ人 

イ 地方公共団体における建築職（建築工

事における設計業務又は工事監理）の職務

経験が１０年以上ある人 

 

営繕課 

＜注意事項＞ 

・地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条（欠格条項）の各号のいずれかに該当する

人は受験できません。 

・週当たり勤務時間数 38.75 時間以外の職は、任期付短時間勤務職員として採用する予定です。 

・任期付職員は、任用の期間を限った一般職の職員で、採用試験に合格した後は採用候補者名簿に

登載され、令和６年４月１日以降に、短時間勤務の場合は３年、フルタイム勤務の場合は５年の

範囲内で任期を限って任用されます。 

・任期付職員として任用された事実は、播磨町が今後行う他の職員採用試験において、いかなる優

先権を与えるものではありません。 

・口述による面接試験を行います。 

・合格基準に満たない場合は不合格となるため、実際の合格者数が予定人員を下回る場合がありま

す。 
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２ 申込方法・受付期間  

申 込 先  

(問合先) 

播磨町 総務課 人事係 

〒675-0182  播磨町東本荘 1 丁目 5 番 30 号 

電話（079）435－0357（内線 209） 

申込方法 

添付書類 

播磨町ホームページから「播磨町職員採用候補者試験受験申込み」にアクセスし、画

面の指示に従い全ての必要項目を入力の上、受付期間中に登録してください（下記「８

受験申込の期間及び手続等」参照）。 

また、上記「１採用職種及び採用予定者数等」の「受験資格等」欄に記載の資格を有

する場合、免許状の写し等を必ず添付してください。 

※3 月 1 日以降に申込を行う場合は、インターネット受付ではなく播磨町所定の様式

にて申込となりますので、別途お問い合わせください。 

受付期間 
令和６年１月２６日（金）９時～ 随時 

（申込順に採用試験を実施し、採用決定次第、募集を終了します。） 

＜注意事項＞ 

※ 申込内容に虚偽等があった場合には、合格を取り消すことがあります。 

※ 応募者数によっては、書類選考を行う場合があります。 

 

 

３ 試験の日時・場所・方法  
 
（１）口述試験 

①日時 随時 

②会場 播磨町役場 第１庁舎 ３階 会議室 

③その他   日時等の詳細は、申込受付後、ご相談の上決定します。 

 

４ 結果通知  
 決定後、登録されたメールアドレス宛に通知します。 

 
５ 採用  

この採用試験に合格した人は、採用候補者名簿に登載し、健康診断を実施した後、令和６年４月

１日以降に採用の予定です（採用候補者名簿の有効期限は令和７年３月３１日までです）。 

 

６ 勤務条件  

（１）身分 

・フルタイム職員 

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第３条第２項第１号及び播磨町一般職の

任期付職員の採用等に関する条例（平成２９年条例第２３号）第２条第２項第１号に基づく任期付職員 
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・短時間勤務職員 

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第５条及び播磨町一般職の任期付職員の

採用等に関する条例第４条に基づく任期付短時間勤務職員 

 

（２）給与 

播磨町職員の給与に関する条例（昭和６１年条例第１号）並びに播磨町一般職の任期付職員の採用等

に関する条例及び播磨町一般職の任期付職員の採用等に関する規則（平成２９年規則第３４号）の規定

により、給料のほか地域手当、期末・勤勉手当、通勤手当及び時間外勤務手当等が支給されます。 
表記はすべて令和６年１月２５日時点のものであり、令和６年４月１日時点では変動する場合があり

ます。 
 

①給料 
初任給は下記のとおりとなっています。 
なお、採用前に職歴等がある場合は、一定の基準により加算されます（職種による）。 

職種 
月額給与の基準 

（３％の地域手当を含む。） 
消費生活相談員 ９５，３９５円 
保健師 １５６，４５３円 
総合相談兼基幹相談専門員 ２７９，７４８円 
事務職員（建築職）１級 １９８，５０１円 
事務職員（建築職）１級以外 １６１，６６８円 

 

参考情報）職歴１０年を加算した場合 

職種 
月額給与の基準 

（３％の地域手当を含む。） 
消費生活相談員 １２５，８１６円 
保健師 １８８，８２８円 
総合相談兼基幹相談専門員 ３５３，１８７円 
事務職員（建築職）１級 ２４５，７１６円 
事務職員（建築職）１級以外 １９５，１２３円 
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②期末・勤勉手当 

令和６年度において支給される期末・勤勉手当の見込みは下記のとおりです（勤務成績が標準の

場合であり、勤勉手当は勤務成績により変動します）。 

区分 支給月数 

期末手当 

６月支給 １．２２５月分（１年目は０．３６７５月分） 

１２月支給 １．２２５月分 

合計 ２．４５０月分 

勤勉手当 

６月支給 １．０２５月分（１年目は０．５６３７５月分） 

１２月支給 １．０２５月分 

合計 ２．０５月分 

 

③通勤手当及び時間外勤務手当等 
通勤手当及び時間外勤務手当等の手当を該当者に対して支給します。 

 

（３）勤務期間 

職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第２７号）により、勤務時間、休暇等が規

定されていますが、配属先や時期により変更となる場合もあります。 

なお、標準的な勤務は次のとおりです。基本的には、上記「１採用職種及び採用予定者数等」に

記載されている「週当たり勤務時間数」に応じて、下記のとおりとなります（一部例外有り）。 

１週間の勤務時間 勤務する日 勤務時間 備考 

２１時間 

（1日 7時間） 

月～金曜日 

のうち３日 

８時３０分から１７時１５分 

（うち休憩１時間） 
 

３０時間 

（1日 6時間） 
月～金曜日 

９時００分から１６時００分 

（うち休憩１時間） 
 

３１時間 

（1日 7.75 時間） 

月～金曜日 

のうち４日 

８時３０分から１７時１５分 

（うち休憩１時間） 
 

３８．７５時間 

（1日 7.75 時間） 
月～金曜日 

８時３０分から１７時１５分 

（うち休憩１時間） 

ただし、福祉会館勤務は日曜

日及び月曜日が休館のため、

火～土曜日の 5日勤務とする。 

 

（４）休暇等 

・休日（国民の休日及び年末年始の休日） 

・年次有給休暇（勤務開始日、勤務日数に応じた付与日数となります。） 

・特別休暇（夏季、忌引等） 
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（５）その他 

健康保険（市町村職員共済組合）、厚生年金保険及び雇用保険（フルタイムの場合は退職手当組合）

に加入します。 

 

７ 任期  

今回採用予定の任期付職員の任期は令和７年３月３１日までを予定しています（地方公務員法第２

２条第１項に基づく６か月間の条件付期間を含む。）。 

ただし、勤務の実績や業務の都合等により３年又は５年の範囲内で任期を更新することがありま

す（更新に同意いただくことが前提となります）。 

 

８ 受験申込の期間及び手続等  

 

（１）受験申込期間 

申込期間：令和６年１月２６日（金）９時から随時 

※申込順に採用試験を実施し、採用決定次第、募集を終了します。 

＊播磨町ホームページから「播磨町職員採用候補者試験受験申込み」にアクセスし、画面の

指示に従い全ての必要項目を入力の上、受付期間中に登録してください。 

＜注意事項＞ 

・申込みに要する通信料等は、申込者の負担となります。 

・詳細は下記のほか「播磨町職員採用候補者試験インターネット申込利用案内」をご覧く

ださい。 

 

（２）申込手続（別途「インターネット申込利用案内」参照） 

①申込みは、「仮登録」と「本登録」の２段階方式となっています。まず、「仮登録」を行い、

「事前登録完了通知」にて個人ＩＤとパスワードを取得してください。 

②次に、受付期間中に申込サイトのマイページにログインして「本登録」を行ってください。

（個人ＩＤとパスワードは、受験票の印刷等、以後の手続きに必要ですので、必ず控えて

おいてください。） 

障害等で配慮が必要な人は、申込サイト上の「試験等の配慮（自由記述欄）」に入力してく

ださい。 

③「本登録」の受付が完了したら、登録されたメールアドレス宛に「申込完了のお知らせ」

の電子メールが自動配信されます。この電子メールが届かない場合は、必ず受付期間中に

播磨町総務課へ問い合わせてください。 

④受付後の連絡はメールにて行いますので、申込み後、メールアドレスの変更が必要な場合

は播磨町役場総務課へ連絡してください。 

   ⑤受付後、受験票交付に関するお知らせのメールを送信しますので、申込専用サイトのマイペー

ジにログインし、受験票を印刷してください。 
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印刷した受験票は、記載内容を確認の上、申込者本人が署名し、試験会場に必ず持参してくだ

さい（持参しない場合は、受験が認められません）。 

 
（３）受験の際に必要な書類 

受験票（登録時に印刷したもの） 

 
９ 受験手続等の問い合わせ 

〒６７５－０１８２ 
兵庫県加古郡播磨町東本荘１丁目５番３０号 
播磨町役場 総務課 人事係 
電話 ０７９（４３５）０３５７（直通） 

 


